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保全が二次的目的である例
麻機遊水地「自然再生事業の一環／福祉・教育活動の結果としての保全」

ミズアオイ オニバス
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保全を目的としない例
印旛沼流域の谷津の遊休農地
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保全が二次的目的である例
印旛沼流域の複数の谷津（市民団体等による湿地の自然再生）
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保全を目的としない例
霞ヶ浦 妙岐の鼻「茅場の管理の結果としての保全」

- 霞ヶ浦湖岸にある約52ha の湿地

- 12種のレッドリスト植物が生育

- 一部で「しまがや」（カモノハシ）
の採取・利用（財産区管理の萱場）

- カドハリイ（CR）は茅場のみに生育

茅場
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国立環境研究所から提供できそうな情報

「潜在的な民間保全・保護地域情報の収集業務」報告書より 担当：角谷拓（日本自
然保護協会と共同）

対象とした施設：青少年施設、大型児童館のうち野外活動を行っているところ、県立
都市（総合）公園、国営公園、自然史系博物館、動物園水族館、植物園、県立森林公
園、農業公園、自然観察の森、ろうきんの森（以上 約2000件）。

アンケート調査：自然観察会の実施、その他の環境教育・普及啓発活動、生物多様性
保全活動の有無、自然観察指導員の活動の有無、年間利用者数、敷地面積、RDB種

角谷ほか 未発表 角谷ほか 未発表
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